
平 成 29 年
６月６日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
二
件
）
（
砂
防
課
）
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○
公
告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
商
政
課
）

二
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…

岩
国
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
教
委
告
示

山
口
県
指
定
無
形
文
化
財
の
保
持
者
の
認
定
の
解
除

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
十
八
号

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
六
十
一
年
山
口
県
告
示
第
二
百
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

清
水
場
⑵
地
区
に
関
す
る
部
分
二

区
域
の
範
囲
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
六
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
、
標
柱
六
号
と

七
号
を
海
岸
線
に
沿
っ
て
結
ん
だ
線
、
標
柱
七
号
と
八
号
を
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
八
号
を
結

ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

市

名

大

字

名

字

名

地

番

標

柱

番

号

長

門

市

仙

崎

向

瀬

戸

二
五
九
〇
の
一

一
号

〃

〃

大

泊

三
一
七
の
三

二
号

〃

〃

〃

三
一
七
の
三

三
号

〃

〃

〃

三
一
七
の
三

四
号

〃

〃

惣

津

二
九
七

五
号

〃

〃

向

瀬

戸

二
五
八
三
の
二

六
号

〃

〃

〃

二
五
八
五
の
六

七
号

〃

〃

〃

二
五
八
九
の
二

八
号

山
口
県
告
示
第
二
百
十
九
号

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成
十
七
年
山
口
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

緑
町
⑶
の
②
地
区
に
関
す
る
部
分
二

区
域
の
範
囲
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
二
十
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一

号
と
二
十
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

市

名

町

名

地

番

標

柱

番

号

下

関

市

彦

島

緑

町

五
二
四
〇

一
号

〃

〃

五
二
三
九
の
一

二
号

〃

〃

五
二
三
八
の
一

三
号

〃

〃

五
二
三
八
の
一

四
号

〃

〃

五
二
三
八
の
一

五
号

〃

〃

九
三
六
の
二

六
号

〃

〃

五
二
三
八
の
一

七
号

〃

〃

五
二
三
八
の
一

八
号

一
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〃

〃

五
二
三
七
の
一

九
号

〃

〃

五
二
三
六
の
一

十
号

〃

〃

五
二
五
五
の
二

十
一
号

〃

〃

五
二
五
三
の
九

十
二
号

〃

〃

九
三
九
の
一

十
三
号

〃

〃

九
三
九
の
一

十
四
号

〃

〃

五
二
五
二
の
一
一

十
五
号

〃

〃

五
二
五
一
の
一

十
六
号

〃

〃

五
二
五
〇
の
一

十
七
号

〃

〃

五
二
五
〇
の
一

十
八
号

〃

〃

五
二
五
〇
の
一

十
九
号

〃

〃

五
二
四
〇

二
十
号

公

告

（
一
七
一
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
六
日
か

ら
同
年
十
月
六
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び
山
口
市
経
済
産
業
部
ふ
る
さ
と
産
業

振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

フ
ジ
小
郡
店

所
在
地

山
口
市
小
郡
下
郷
八
一
二
の
二

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
エ
ネ
ル
ギ
ア
Ｌ
＆

Ｂ
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ

広
島
市
中
区
小
町
四
番
三
三
号

髙
木

㜯
治

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏

名
氏
名
又
は
名
称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
フ
ジ

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

尾
㟒

英
雄

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
三
十
年
一
月
二
十
六
日

五

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

一
、
五
三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

㈠

駐
車
場
の
収
容
台
数

五
二
台

㈡

駐
輪
場
の
収
容
台
数

四
四
台

㈢

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

六
三
平
方
メ
ー
ト
ル

㈣

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

二
五
立
方
メ
ー
ト
ル

七

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

氏

名

又

は

名

称

開
店
時
刻

閉
店
時
刻

株
式
会
社
フ
ジ

午
前
七
時

午
後
一
一
時

㈡

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分
ま
で

㈢

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

三
箇
所

㈣

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で

八

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
五
日

（
一
七
二
）
岩
国
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

岩
国
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
岩
国
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
一

項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
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同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

岩
国
都
市
計
画
下
水
道
岩
国
市
公
共
下
水
道

岩
国
都
市
計
画
下
水
道
川
下
都
市
下
水
路

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号

山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
四
十
年
山
口
県
条
例
第
十
号
）
第
二
十
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
山
口
県
指
定
無
形
文
化
財
の
保
持
者
の
認
定
は
、
解
除
さ
れ
た
。

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
指
定
無
形

文
化
財
の
名
称

山

口

県

指

定

無

形

文

化

財

の

保

持

者

氏

名

認

定

告

示

死
亡
年
月
日

鷺

流

狂

言

小
林

栄
治

昭
和
四
十
二
年
山
口
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号

平
成
二
十
九
年
三
月
一

日

三
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平
成
二
十
九
年
六
月
六
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


